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～ 消費税の軽減税率制度実施に向け、自社にあった計画的な準備を ～ 

「消費税軽減税率対策セミナー」を開催します！ 

京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、平成３０年７月２６日（木）に「消費税軽減税率対策      

セミナー」を開催しますのでお知らせいたします。 

来年１０月から消費税率が１０％に引き上げられると同時に軽減税率制度の実施が予定

されており、企業は、複数税率への対応として、請求書の様式や経理処理方法の変更、レジ

の入れ替えやシステムの改修など、さまざまな対策が必要となります。 

今回のセミナーでは、必要な対策について計画的に準備いただけるよう、軽減税率制度の

概要や支援施策、具体的な実務対応について解説いたします。 

当行では、今後も地元企業の成長・発展への支援を通じて、より一層地方創生と地域経済

の活性化に貢献できるよう努めてまいります。 

記 

開催内容 

名  称 消費税軽減税率対策セミナー 

日  時 平成３０年７月２６日（木）１４：００ ～ １５：３０ 

会  場 京都銀行 本店東館 ４階セミナールーム（京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００） 

内  容 

【第一部】「消費税軽減税率制度について」 

講 師：大阪国税局 

内 容： ・軽減税率の対象品目について 

 ・軽減税率制度で何が変わるのか 

 ・適格請求書等保存方式（インボイス制度）について 

 ・軽減税率対策補助金について 

【第二部】「今から会社として取り組むべきポイントについて」 

講 師：ＯＡＧ税理士法人大阪 日本公認会計士協会準会員 大谷 洋一郎 氏 

内 容： ・納税資金および設備投資資金が経営に与えるインパクトについて 

 ・消費税の計算方法の見直しについて 

 ・増税に向けた会社全体の対応事例の紹介 

 ・システム対応に向けた具体的なスケジュールの紹介 
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主  催 株式会社 京都銀行 

共  催 大阪国税局、下京税務署、株式会社 アイル 

対  象 「消費税軽減税率制度」への対策を検討する事業者 

定  員 １００名（参加申し込み 先着順） 

参加費用 無 料 

申込方法 
お取引店にてお申し込みいただくか、別添の「申込書」に必要事項をご記入の上、

「京都銀行 公務・地域連携部」宛てFAXにてお申し込み下さい。 

申込期限 
平成３０年７月２０日（金） 

 ※定員になり次第、期限前でもお申し込みを締め切らせていただきます。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

 

以  上 

公務・地域連携部 TEL：075-361-2271  FAX：075-361-2011 



 

ままずずはは軽軽減減税税率率制制度度のの内内容容をを知知りり、、自自社社にに合合っったた対対策策・・準準備備をを！！  
 ２０１９年１０月１日より消費税率が１０％に引き上げられると同時に軽減税率制度の実施が予定されてい

ます。軽減税率制度が実施されると、企業は複数税率への対応として、請求書等の様式や経理処理方法の変更、

レジの入れ替えやシステムの改修など様々な対策が必要となります。 

本セミナーでは、来るべき軽減税率制度の実施に向けた備えを自社で検討いただくきっかけとして、軽減税率制度の

概要や支援施策、具体的な実務対応についてわかりやすく解説いたしますので、ぜひご参加ください。 

 

■セミナープログラム 

（２０１８年６月２６日現在） 

 

裏面の申込書に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。 

【第一部】 １４時００分～１５時００分 

  テーマ ： 消費税軽減税率制度について 

  講 師 ： 大阪国税局 

  内 容 ：  ・軽減税率の対象品目は何か 

・軽減税率制度で何が変わるのか 

・適格請求書等保存方式（インボイス制度） 

・軽減税率対策補助金 

 

【第二部】 １５時００分～１５時３０分 

  テーマ ： 今から会社として取り組むべきポイントについて 

  講 師 ： ＯＡＧ税理士法人大阪 日本公認会計士協会準会員 大谷 洋一郎 氏 

  内 容 ：  ・納税資金及び設備投資資金が経営に与えるインパクト 

・消費税の計算方法を見直すとお得になるって本当？ 

・増税に向けた会社全体の対応事例のご紹介 

・システム対応に向けた具体的なスケジュールのご紹介 

■申込方法 

日時 ２０１８年７月２６日（木） １４：００～１５：３０（受付開始１３：３０） 

会場 京都銀行本店東館４階セミナールーム  
（住所：京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００番地） 

主催 株式会社京都銀行 

共催 大阪国税局、下京税務署、株式会社アイル※ 

      ※株式会社アイル…ジャスダック上場。システム開発会社。販売・財務・在庫管理のパッケージソフトの提供のほか、 

基幹システムの設計・保守管理、ネットワークの構築、ウェブサイトの制作・相談など、幅広く業務を行う。 
 

 

 

 

 

    

【ご参考】消費税の軽減税率制度とは？ 

 消費税１０％引き上げ以降も、飲食料品（酒類・外

食を除く）及び週２回以上発行される新聞（定期購読

契約に基づくものに限る）については、消費税率を引

き続き８％に据え置くもの。 

 この制度の実施に伴い、事業者においては、複数

税率対応レジの導入や受発注システムの改修、帳

簿・請求書の記載方法の変更等、様々な対応が必

要となる場合がある。 

 



 

 

  

 

フリガナ 

貴社名                           
                                       お取引店（            ）  

ご住所 

 

TEL  

FAX  

E－MAIL  

           フリガナ 

部署・役職・氏名 
 

           フリガナ 

部署・役職・氏名 
 

 
お申し込みに対して受講証等は発行いたしませんので、当日

直接会場にお越しください。申込書にご記入いただきました

情報は、主催者・共催者にて共有するとともに、セミナー運

営上の管理および各種ご提案のためのみに利用し、それ

以外の目的には使用いたしません。 

■実施概要 

受付時間 9:00～17:00（月～金） 

※ただし、銀行休業日は除きます。 

【日 時】２０１８年７月２６日（木）１４：００～１５：３０ 

【会 場】京都銀行本店東館 ４階セミナールーム 

(住所：京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町７００番地) 

【参加費】無料 

【定 員】１００名様（先着順） 

【申込期限】２０１８年７月２０日（金）必着 

【交 通】地下鉄四条駅／阪急烏丸駅下車烏丸通 

を南へ（烏丸高辻北東角） 

※公共交通機関をご利用ください。 

■セミナー会場 

■申込書 

以下に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申し込みください。 

誤送信とならないよう、FAX送信番号を慎重にご確認のうえ 

ご送信ください。 

京都銀行 公務・地域連携部 

下京警察署


